
 

 

 

議案第９４号関連資料 

ひとり親世帯への物価高対応支援給付金支給事業について 

 

１ 事業の目的・趣旨 

物価高騰の影響が長期化している中、特にその影響を強く受けているひとり親世帯を支

援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給付金を支給する

もの。 

 

２ 事業の概要 

項 目 内 容 

対 象 者 

令和７年１２月３１日時点で、次のいずれかに該当する方に支給し

ます。 

① 児童扶養手当の受給資格者（所得制限の超過等により児童扶養

手当が支給停止となっている方を含む） 

② 母子家庭等医療費助成の受給資格者 

支 給 額 

児童一人当たり１万円 

※１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（障

害のある児童の場合は２０歳未満の児童） 

対象人数 

(見込) 

世帯数  ２，７００世帯 

児童数  ４，７００ 人 

予 算 

（１２月補正） 

給付金 ４７，０００千円 

事務費    ７００千円 

財 源 国庫補助金（全額国庫負担） 

 

３ 実施スケジュール 

日 程 内 容 

令和８年１月 対象者へ支給案内送付（申請不要） 

令和８年２月 給付金の支給 

 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2 0 2 5 年 (令和７年 ) 1 2 月 2 3 日 

こども局子育て支援室児童福祉課 


